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関西防災・減災プラン 

 

風水害対策編 

 

 
   

  

 

 

 

令和 ２年３月改訂 

（平成２６年６月策定） 

 

関西広域連合 

広 域 防 災 局 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

関西防災・減災プラン 

 

風水害対策編 

【最 終 案】 

 
   

  

 

 

令和 ○年 ○月改訂 

（令和 ２年３月改訂） 

（平成２６年６月策定） 

 

関西広域連合 

広 域 防 災 局 
 

 

資料４－２  

※網掛けは、第１回計画策定委員会後の修正箇所です。 

 以下、該当部分のみ抜粋しています。 
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Ⅰ 想定される風水害と取り組むべき課題  
３  本プランで対象とする災害  

（ 1）対象とする災害と被害想定  

③  大規模浸水を伴う大阪湾巨大高潮災害  

イ   被害想定   

 

ⅱ）最大潮位及び浸水被害想定  

条 件 等  シナリオⅠ シナリオⅡ シナリオⅢ 

（中 略 ） 

浸 水 面 積 ・区 域 内 人 口  － － 
237 .2 ㎢、164 .8 万

人  

 

 

（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 想定される風水害と取り組むべき課題  
３  本プランで対象とする災害  

（ 1）対象とする災害と被害想定  

③  大規模浸水を伴う大阪湾巨大高潮災害  

イ   想定最大規模の高潮浸水想定区域図  

 

ⅱ）最大潮位及び浸水被害想定  

条 件 等  大 阪 府  兵 庫 県  

（中 略 ）  

浸 水 面 積  15 市 町 210 .3 ㎢ 5 市 101 .9 ㎢ 

 

 

 

【参考】徳島県高潮浸水想定区域図  

 

i)台風の想定  

条 件 等  徳 島 県  

台
風
規
模 

中 心 気 圧  900hpa（室 戸 台 風 級 ）※上 陸 後 減 衰 しない 

最 大 旋 衝 風 速

半 径  
75km（伊 勢 湾 台 風 級 ） 

移 動 速 度  73km/hr（伊 勢 湾 台 風 級 が一 定 の速 度 のまま移 動 ） 

基 準 潮 位  

讃 岐 阿 波 沿 岸  T.P.+1.290m 

紀 伊 水 道 西 沿 岸  T.P.+1.125m 

海 部 灘 沿 岸  T.P.+1.151m 

 

（図１）想定台風コース  

 

【 第 １ 回 計 画 策 定 委 員 会 意 見 反 映 】 

【 第 ２ 回 幹 事 会 意 見 反 映 】  
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）最大潮位及び浸水被害想定  

 

条 件 等  徳 島 県  

台 風 条 件  

（上 陸 時 中 心 気 圧 ） 
室 戸 台 風 級 （900hpa）  

堤 防 等 の決 壊 条 件  

【海 岸 堤 防 等 】 

次 のいずれかの条 件 に達 した段 階 で当 該 箇 所 を決 壊  

Ａ）潮 位 が計 画 高 潮 位 を超 えた場 合  

Ｂ）各 施 設 の設 計 条 件 に応 じて、次 のいずれかに 

  該 当 する場 合  

  ・波 の打 ち上 げ高 が堤 防 天 端 高 を超 えた場 合  

  ・越 波 流 量 が許 容 越 波 流 量 を超 えた場 合  

 

【河 川 堤 防 】 

① 計 画 高 潮 位 又 は計 画 高 水 位 に達 した段 階 で決 壊  

② 主 要 な河 川 では、高 潮 による影 響 が明 らかな区 間  

 で、背 後 地 の地 形 条 件 をふまえて、さらに「代 表 破 堤  

 地 点 」を設 定 し、当 該 地 点 が計 画 高 潮 位 又 は計 画 高  

 水 位 に達 した段 階 で決 壊  

 

【沖 合 施 設 等 （離 岸 堤 、人 工 リーフ、防 波 堤 ）】 

波 浪 が計 画 波 浪 に達 した段 階 で決 壊  

 

【水 門 、排 水 施 設 等 】 

① 水 門 は、周 辺 の海 岸 堤 防 、河 川 堤 防 等 の設 計 条 件  

 に達 した段 階 で決 壊  

② 排 水 施 設 が浸 水 した場 合 は、排 水 機 能 が停 止  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 第 １ 回 計 画 策 定 委 員 会 意 見 反 映 】 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
条 件 等  徳 島 県  

最 大 潮 位 （T.P.m） 

鳴 門 市  4.5m 

松 茂 町  4.0m 

徳 島 市  4.0m 

小 松 島 市  3.4m 

阿 南 市  4.3m 

美 波 町  4.1m 

牟 岐 町  3.6m 

海 陽 町  4.0m 

市 町 村 毎 の 

最 大 浸 水 深 （m） 

 

鳴 門 市  4.4.m 

松 茂 町  3.9m 

北 島 町  3.0m 

藍 住 町  1.8m 

徳 島 市  4.3m 

小 松 島 市  3.3m 

阿 南 市  3.8m 

美 波 町  3.7m 

牟 岐 町  3.0m 

海 陽 町  3.6m 

浸 水 面 積  10 市 町 181.3 ㎢ 

 

（図２）最大浸水深図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 第 １ 回 計 画 策 定 委 員 会 意 見 反 映 】 



 
 

- 5 - 
  

ﾍﾟｰｼﾞ 現   行 改  訂  案 

関西防災・減災プラン 風水害対策編 改訂 新旧対照表（主なもの） 

 

20 （２）過去に関西圏域で発生した主な風水害  

  ①主な台風災害  

 

（２）過去に関西圏域で発生した主な風水害  

  ①主な台風災害  

 床下浸水 205,753棟

死者 194人

行方不明者 ８人

負傷者 4,972人

住家全壊 15,238棟

住家半壊 46,663棟

床上浸水 123,103棟

床下浸水 261,017棟

1961(昭和
36)年９月
15～17日

第二室戸
台風

９月16日室戸岬に上陸し、兵庫県尼崎市と西宮市の間を
通過した。暴風や高潮による被害が大きく、大阪市では
高潮により31㎢が浸水した。兵庫県、和歌山県でも浸水
被害があった。

【 第 １ 回 計 画 策 定 委 員 会 意 見 反 映 】 

死者 194人

行方不明者 ８人

負傷者 4,972人

住家全壊 15,238棟

住家半壊 46,663棟

床上浸水 123,103棟

床下浸水 261,017棟

1961(昭和
36)年９月
15～17日

第二室戸
台風

９月16日室戸岬に上陸し、兵庫県尼崎市と西宮市の間を
通過した。暴風や高潮による被害が大きく、大阪市では
高潮により31㎢が浸水した。兵庫県、和歌山県、徳島県
でも浸水被害があった。

、徳島県  
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Ⅱ 災害への備え（平時からの対策） 

２  応援・受援体制の整備  

（新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 住民避難の実効性の向上 

（ 1）防災気象情報の改善  

①  改善の経緯  

  （中略）  

平成 26 年８月の広島市土砂災害等を経て、近年の雨の降り方が局地化、集中化、激甚化しているとして、

この「新たなステージ」に対応した防災気象情報の一連の改善が行われた。平成 29年５月には、社会的に大

きな影響を与える現象については、可能性が高くなくてもその発生のおそれを積極的に伝えていくため、「警

報級の現象になる可能性」の提供が開始された。また、危険度や切迫度をさらに分かりやすく情報提供してい

くために、「危険度を色分けした時系列」の提供が開始された。平成 29 年７月には、災害発生に関連の強い指

数を活用することで、大雨警報（浸水害）や洪水警報の危険度分布の提供が開始された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  土砂災害警戒情報  

大雨警報発表中に、土砂災害の危険度がさらに高まった時に、都道府県と気象庁が共

同で発表する。  

 

 

 

 

Ⅱ 災害への備え（平時からの対策） 

２  応援・受援体制の整備  

（ 5）避難体制の整備  

③  指定避難所の整備  

 （中略）  

また、自宅療養者等の被災に備えて、保健所は、防災担当部局と連携の下、ハザード

マ ッ プ 等 に 基 づ き 、 自 宅 療 養 者 等 が 危 険 エ リ ア に 居 住 し て い る か 確 認 を 行 う よ う 努 め

る。さらに、管内市町村の防災担当部局と連携の下、自宅療養者等の避難の確保に向け

た具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて自宅療養者等に対し、個人情報に

留意しつつ、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。  
市町村は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障害者等の要

配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努める。  
市町村は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくること

がないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、

受入れ対象者（高齢者、障害者等を表記）を特定して公示する。  
 

４ 住民避難の実効性の向上 

（ 1）防災気象情報の改善  

＜改善の経緯＞  

 （中略）  

平成 26 年８月の広島市土砂災害等を経て、近年の雨の降り方が局地化、集中化、激甚化しているとして、

この「新たなステージ」に対応した防災気象情報の一連の改善が行われた。平成 29年５月には、社会的に大

きな影響を与える現象については、可能性が高くなくてもその発生のおそれを積極的に伝えていくため、「早

期注意情報（警報級の可能性）」の提供が開始された。また、危険度や切迫度をさらに分かりやすく情報提供

していくために、「危険度を色分けした時系列」の提供が開始された。平成 29 年７月には、災害発生に関連の

強い指数を活用することで、浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）や洪水キキクル（洪水警報の

危険度分布）の提供が開始された。 

令和２年７月豪雨や令和２年台風第１０号では、線状降水帯による大雨への注意喚起が不十分であったと

の指摘もあり、大雨による災害の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯による非常に激しい雨が

降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情報の提供が開始された。 

ここでは、土砂災害警戒情報、洪水予報及び水位周知制度、キキクル（警報の危険度分布）、大雨特別警報

の精度向上、顕著な大雨に関する情報について説明する。 

 

 

①  土砂災害警戒情報  

大雨警報（土砂災害）を発表中に、土砂災害の危険度がさらに高まった時に、都道府

県と気象庁が共同で発表する。  

 

 

 

 

【 感 染 症 対 策 （ 防 災 基 本 計 画 修 正 （ R3.5））・ 事 務 局 修 正 】  

【 防 災 基 本 計 画 修 正（ R3.5）・事 務 局 修 正 】 

【 意 見 照 会 結 果 反 映 】 

【 意 見 照 会 結 果 反 映 】 
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 ③  洪水予報及び水位周知制度  

 （中略）  

また、平成 27 年７月の水防法改正に伴い、都道府県は、高潮により相当な被害を生ずる

おそれがある水位周知海岸について、高潮特別警戒水位を定め、この水位に達した場合に

は、高潮氾濫危険情報を発表することとなった。  

 

④  警報の危険度分布  

  （中略）  

平成 25 年６月の土砂災害警戒判定メッシュ情報（大雨警報（土砂災害）危険度分布）

に続いて、平成 29 年７月に大雨警報（浸水害）・洪水警報の危険度分布の提供が開始さ

れた。  
この危険度分布を確認することで、どの地域で災害発生危険度が高まっているのか明

確になった。また、災害発生との相関が高い指数を警報の発表基準に導入することで、

不要な警報の発表が回避できるようになり、警報の制度改善も図られた。  
 
 

⑤  大雨特別警報の精度向上  

重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に発表され、気象庁として最大限の危

機感・切迫感を伝達するものとして導入され、当初は府県単位で発表されていたが、平

成 29 年７月に、危険度分布を活用して、重大な災害発生の危険度が極めて高い市町村

に絞り込んで発表するように改善された。  

 
（新設）  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ②  洪水予報及び水位周知制度  

  （中略）  

   また、平成 27 年７月の水防法改正に伴い、都道府県は、高潮により相当な被害を生  

  ずるおそれがある水位周知海岸について、高潮特別警戒水位を定め、この水位に達し  

  た場合には、高潮氾濫発生情報を発表することとなった。  

  

 ③  キキクル（警報の危険度分布）  

      （中略）  

平成 25 年６月の土砂災害警戒判定メッシュ情報（土砂キキクル（大雨警報（土砂災

害）の危険度分布））に続いて、平成 29 年７月に浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の

危険度分布）、洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）の提供が開始された。  
これらのキキクル（警報の危険度分布）を確認することで、どの地域で災害発生危険

度が高まっているのか明確になった。また、災害発生との相関が高い指数を警報の発表

基準に導入することで、より適切に警報を発表できるようになり、警報の制度改善も図

られた。  
 
 ④  大雨特別警報の精度向上  

   重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に発表され、気象庁として最大限の危  
  機感・切迫感を伝達するものとして導入され、当初は府県単位で発表されていたが、平  
  成 29 年７月に、キキクル（警報の危険度分布）を活用して、重大な災害発生の危険度  
  が極めて高い市町村に絞り込んで発表するように改善された。  

 
⑤  顕著な大雨に関する情報  

大雨による災害発生の危険度が高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい

雨が同じ場所で降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説す

る情報のことで、令和３年６月から気象庁が運用している。この情報は警戒レベル相当

情報を補足するもので、警戒レベル４相当以上の状況で発表される。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 第 １ 回 計 画 策 定 委 員 会 意 見 反 映 ・ 意 見 照 会 結 果 反 映 】 

【 意 見 照 会 結 果 反 映 】 

【 意 見 照 会 結 果 反 映 】 
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(新設 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【先行事例】マイ避難カード作成支援事業（兵庫県）  

 

 

 

 

《背景》  

 平成 30 年７月豪雨では、「自分が被害に遭うとは思わなかった」、「近隣住民が避難して

いなかった」等の理由から、市町が発令した避難情報が住民の避難行動に結びつかず、逃

げ遅れによる犠牲者が生じた。  

《目的》  

 「自分のいのちは自分で守る」という意識のもと、災害時に、住民が主体的な避難行動

をとることができるよう、住民一人ひとりがハザードマップ等で地域の危険性を確認し、

自分が逃げるタイミング（避難スイッチ）や逃げる場所等を記載しておく「マイ避難カー

ド」の作成を推進する。  

《内容》  

 兵庫県内の市町が実施するマイ避難カード作成のワークショップや防災出前講座、避難

訓練等に対して、カード作成に要する経費を補助する。  

また、「マイ避難カード作成の手引き（令和元年度作成）」や「多様な避難の手引き（令

和２年度作成）」の配布のほか、ワークショップ等への専門家派遣等により、事業を広く

県民に普及するための啓発に取り組んでいる。   

【 構 成 団 体 の 取 組 の 反 映 ・ 第 ２ 回 幹 事 会 意 見 反 映 】 

 マイ避難カードとは、災害時に「いつ」「どこに」「どのように」避難するかをあらかじ

め自分で確認、点検し、書き記しておき、自宅内の普段から目につく場所に掲出しておく

など、いざという時の避難行動に役立てるためのカード  
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74 ５  地域の防災体制の整備  

（ 4）避難行動要支援者の避難支援体制の整備  

 
個別計画策定の推進～平成 30 年７月豪雨を踏まえて～  

 

平成 30 年７月豪雨では、西日本を中心に広範囲で記録的な大雨となり、各地で河川

の氾濫や土砂災害が相次ぎ、 200 名を超える死者・行方不明者が発生した。  
特に岡山県倉敷市は、市町村別死者数が最大の 52 名（真備町人口の 0 .22％に相当）

発生しており、うち、 51 名が真備町に在住していた。岡山県が実施した「平成 30 年７

月豪雨」災害検証委員会の報告書によると、真備町の死者のうち、88 .2％にあたる 45 名

が 65 歳以上の高齢者であり、その内、 42 名は避難行動要支援者であった。また、真備

町の死者のうち、 86 .3％の 44 名が自宅で亡くなっている。同報告書では、死者につい

て、自力避難ができなかった方、家が平屋だった方であり、公的な支援や地域のサポー

ト体制があれば、犠牲を出さないようにできたと考えられると報告されている。  
避難行動要支援者対策として、岡山県では、避難行動要支援者名簿はすべての市町村

において作成され、民生委員や自主防災組織等に提供されていた。一方、避難行動要支

援 者 ご と の 個 別 計 画 の 策 定 が 進 ん で い な か っ た 。 災 害 時 に 適 切 な 避 難 行 動 が と れ る よ

う、要支援者やその家族と日頃から関わりのある市町村の福祉部局や支援者等と連携を

図りながら、個々の特性に応じた個別計画の作成を進めていく必要がある。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

５  地域の防災体制の整備  

（ 4）避難行動要支援者の避難支援体制の整備  

 
個別避難計画作成の推進～度重なる災害を踏まえて～  

 

令和元年台風第 19 号では、死者のうち約 65％にあたる 55 人が 65 歳以上の高齢者で

あった。また、令和２年７月豪雨でも死者の約 79％にあたる 63 人が 65 歳以上の高齢

者で、熊本県では  約 85％にあたる 55 人が 65 歳以上の高齢者であった。  
度 重 な る 災 害 に よ っ て 犠 牲 と な る 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 に つ い て 課 題 や 対 応 を 検

討した内閣府の「令和元年台風第 19 号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワー

キンググループ」の最終とりまとめによると、災害時の避難支援等を実効性のあるもの

とするためには、福祉専門職等と連携した個別避難計画の作成が有効であると報告され

ている。  
これらを踏まえ、令和３年５月には災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者の

円 滑 か つ 迅 速 な 避 難 を 図 る 観 点 か ら 、 個 別 避 難 計 画 の 作 成 が 市 町 村 の 努 力 義 務 と さ れ

た。さらに「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」も改定され、個別避

難計画の作成には福祉専門職等の参画が重要であると示された。  
災害時に適切な避難行動がとれるよう、要支援者やその家族と日頃から関わりのある

市町村の福祉部局や福祉専門職、支援者等と連携を図りながら、個々の特性に応じた個

別避難計画の作成を進めていく必要がある。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【先行事例】防災と福祉の連携促進モデル事業（兵庫県）  

自主防災組織等が避難行動要支援者の個別計画を作成するに当たっては、要支

援者の中には地域との接点が乏しい人がいたり、地域では避難誘導時に配慮すべ

き事項等が分からない等の課題がある。このため、要支援者の心身状況等を熟知

した担当ケアマネジャーや相談支援専門員の協力を得て、平常時のサービス等利

用計画等と併せて個別計画を作成するモデル事業を実施している。  

これにより、実効性のある個別計画に仕上がるとともに、アセスメントやケー

ス会議の過程で地域の避難支援気運が高まる等の効果も認められ、本県のほか、

岡山県や大分県別府市等でも実施されている。  

【先行事例】防災と福祉の連携促進事業（兵庫県）  

自主防災組織等が避難行動要支援者の個別避難計画を作成するに当たっては、

要支援者の中には地域との接点が乏しい人がいたり、地域では避難誘導時に配慮

すべき事項等が分からない等の課題がある。このため、要支援者の心身状況等を

熟知した担当ケアマネジャーや相談支援専門員の協力を得て、平常時のサービス

等利用計画等と併せて個別避難計画を作成する事業を実施している。  

これにより、実効性のある個別避難計画に仕上がるとともに、アセスメントや

ケース会議の過程で地域の避難支援気運が高まる等の効果も認められ、本県のほ

か、岡山県や大分県別府市等でも実施されている。  

【 災 害 対 策 基 本 法 改 正 （ R3.5）  

・ 第 ２ 回 幹 事 会 意 見 反 映 】  
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Ⅲ 災害発生時の対応 

３  応援・受援の実施  

（ 1）被災構成団体の対応  

②  受援体制の整備  

被災構成府県及び被災市町村は、広域連合及び応援団体等からの応援受入体制の整備

を行う。  
 
 
 

（ 7）避難所の運営  

広域連合及び構成団体は、連携県、市町村等と連携し、被災市町村が開設する避難所や

避難所外に避難する被災者の生活を支援するため、被災市町村が行う避難者対策を支援

する。  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 災害発生時の対応 

３  応援・受援の実施  

（ 1）被災構成団体の対応  

②  受援体制の整備   
被災構成府県及び被災市町村は、広域連合及び応援団体等からの応援受入体制の整備

を行う。  
構成団体及び連携県は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、会議室

のレイアウトの工夫やＴＶ会議及びＷｅｂ会議システムの活用など、応援職員等の執務

スペースの適切な空間の確保に配慮する。  

（ 7）避難所の運営  

広域連合及び構成団体は、連携県、市町村等と連携し、被災市町村が開設する避難所や

避難所外に避難する被災者の生活を支援するため、被災市町村が行う避難者対策を支援

する。  
構成団体は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大がみられる場合は、防災担

当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置が講じるよう努め

る。また、自宅療養者等が指定避難所等に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局

は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有する。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 感 染 症 対 策 （ 防 災 基 本 計 画 修 正 （ R3.5）・ 第 １ 回 計 画 策 定 委 員 会 意 見 反 映 ）】 

【 防 災 基 本 計 画 修 正 （ R3.5、 R2.5）・ 事 務 局 修 正 】 
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【参考２】死者・行方不明者の氏名公表について～令和３年７月１日の大雨等における課題

を踏まえて～  

   死者・行方不明者の氏名等公表については、公表の権限の所在を明記した法律がなく、

統一的な基準は示されていない。  
（ 1）これまでの事例  

①令和３年７月１日の大雨  

甚大な土石流被害が発生した静岡県熱海市では、住民基本台帳を元に、安否不明者の

確認作業を進めたが、台帳には携帯番号等が記載されておらず、作業に難航したことか

ら、土石流発生の３日後に氏名公表に踏み切った  
②平成 30 年７月豪雨  

被害の大きかった広島、岡山、愛媛の３県で氏名公表の対応に差が生じた。  
死者の氏名公表の開始時期については、広島県（７月８日）と愛媛県（７月 31 日）と

で 20 日以上の開きが生じた。  
また、行方不明者については、広島県と愛媛県が非公表とした一方、岡山県は全面公

表とした。  
 

（ 2）全国知事会の対応  

令和３年６月、全国知事会は、「災害時の死者・行方不明者の氏名等公表に係るガイド

ライン」をとりまとめ、公表の方針別の標準的な対応例を示した。  
全国知事会では、都道府県により、氏名公表の対応に差が生じることは好ましくなく、

公表の主体、関係機関の協力などを法令に位置付けることを国へ要望しつづけている一

方、災害の状況や被災者の事情等はその都度異なることから、全ての都道府県に画一的

な対応を求めることは適当でないとし、統一基準は示していない。  
 

＜公表の方針別の標準的な対応例＞  
パターン①  個人情報保護を重視し、

公表を判断する  

・家族・遺族の同意があること、住民基本

台 帳 の 閲 覧 制 限 が な い こ と を 要 件 に 公

表（行方不明者について、救出・救助活

動に資する場合は、同意を確認せず公表

することもある）  

パターン②  発 生 し た 事 実 を 速 や か

に公表する  

・家族・遺族の同意や住民基本台帳の閲覧

制限の確認等を前提とせず公表  

 

パターン③  被 災 状 況 か ら 公 表 を 判

断する  

・被災状況から、迅速な救出救助などに必

要な場合は公表  

 
 
 
 
 
 

【 近 年 の 災 害 教 訓 の 反 映・事 務 局 修 正 】 

【 第 ２ 回 幹 事 会 意 見 反 映 】 
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（ 3）国の対応  

令和３年９月、内閣府と消防庁は連名で、「災害時における安否不明者の氏名等の

公表について」（通知）を発出して、氏名等公表を行う際の留意事項を示した。  
 
＜留意事項の概要＞  
１ . 災害が発生した際、人命の救助活動の効率化・円滑化に氏名等公表が資する

場合があることや、発災当初の 72 時間が極めて重要な時間であることをふまえ、氏

名等公表の可否や判断基準、氏名等公表及びその結果寄せられた安否情報の確認・共

有に係る一連の手続き等について、市町村や関係機関と連携の上、平時から検討して

おくこと。  
２ . 氏名等公表については、人的被害の数について一元的に集約、調整を行う都

道府県が行うことが基本となるが、市町村が行うことが安否情報の 収集等に資する

と考えられる場合においては、都道府県と当該市町村の事前調整に基づき、市町村が

行うことも考えられること。  
３ . 氏名等公表については、各地方公共団体がそれぞれの個人情報保護条例に照

らしてその可否を判断することとなるが、その際、安否情報の収集等を行い、救助活

動を効率化することが重要な場合においては、人の生命又は身体の保護のため緊急

の必要があるとき の個人情報の提供と考えられることから、個人情報保護条例に定

める個人情報の利用及び提供制限の例外規定の適用を検討されたいこと。  
４ . 氏名等公表の対象者について、所在情報を秘匿する必要がある者（配偶者か

らの暴力やストーカー行為の被害者等）が不利益を被らないよう、都道府県関係部局

及び域内市町村と平時から 公表 時の取扱いについて十分な 調整を図るとともに、公

表に当たってはあらかじめ関係市町村に確認すること。  
５ . 上記４の確認を含め、氏名公表等の可否の判断に時間を要する対象者がいる

場合には、それ以外の 公表可能な対象者から 段階的に公表することも考えられるこ

と。  
 
なお、全国知事会は、上記通知文はガイドラインの趣旨に沿った内容となっている

ことから「高く評価」し、災害時における安否不明者の氏名等公表に向けた取組を、

国と一体となって進める旨の声明を発表している。  
 
（ 4）検討の必要性  

   行方不明者の氏名等公表については、被災者の救出・救助活動の効率化・円滑化が

期待できることや、不確実情報の拡散を軽減し、家族等の混乱を防ぐことができる一

方、個人情報保護や遺族・家族等の心情への配慮などの観点から慎重な対応が求めら

れる。  
   構成府県は、全国知事会がまとめたガイドラインや国の通知を踏まえ、氏名公表

の対応について、事前に対応を検討する必要がある。  
 

 

 

【 事 務 局 修 正 】 


